
■ 承認申請（新規・変更）

  ※ 申請内容に応じて実施試験を要す場合があります

通
常
、
３
～
４
週
間
程
度

申請者 水道施設建設課（事務局）

申請様式ダウンロード、作成

添付資料準備

事前相談

申請情報入力、
添付書類アップロード

承認書の受領

事前相談

内容確認
（形式審査）

受領（受付）

審査委員会による審議

承認

承認書の交付

※

※

オンライン市役所さいたま（オンたま）など

オンライン市役所さいたま（オンたま）など


